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令和２年７月の豪雨に伴う緊急的な警戒体制を解除します 

（郡上市大和町
やまとちょう

島
しま

地内） 

 

 令和２年７月の豪雨で斜面崩壊及び土石流被害があった奥田
お く だ

洞
ぼら

谷
たに

（郡上市大和町島地内）

については、再度災害を防止するために同地内の砂防堰堤嵩上げ、法面工、山腹工等の工事

が完成するまでの間、一定の避難基準に達した場合に郡上市が避難指示を発する緊急的な警

戒体制をとってきました。 

このたび、砂防堰堤及び法面工、山腹工の工事が進み、土石流を受け止める効果が確保で

きることとなりましたので、下記のとおり緊急的な警戒体制を解除します。  

 

記 

 

 １ 解 除 日 時   令和５年３月１５日（水）午前０時より 

 

 ２ 対 象 箇 所  郡上市大和町島地内（１２世帯３５人） 

            

 ３ 解除する避難基準 （１）現地の雨量計が、時間３０mm、または２４時間１００mmを超過

した場合 

（２）奥田洞谷流域の土砂災害危険度が、土砂キキクル(大雨警報（土

砂災害）の危険度分布)の２時間先までの予測で警戒(赤色)とな

った場合 

（３）伸縮計変位量が２mm/hを超過した場合 

（４）監視カメラ等で、崩壊の前兆現象が確認された場合 


